
様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）
（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 5 年 6 月 14 日

神戸市長　宛

提出者
　住　所

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目３－１

　氏　名　（法人にあっては名称及び代表者氏名）

兵庫県災害医療センター

　電話番号
078-241-3131

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項の規定に基づき、 令和 4 年度の特別
管理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

事　　業　　場　　の　　名　　称

事　 業　 場　 の　 所　 在　 地

事　　　業　　　の　　　種　　　類

特別管理産業廃棄物処理計画
における計画期間

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

　　※事務処理欄

（日本工業規格　Ａ列４番）

0

98

98

0

0
自ら中間処理により減量する
特別管理産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
特別管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者への
処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者への
処理委託量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

0

0

0

0

排　　　　出　　　　量 全 処 理 委 託 量

自ら再生利用を行う
特別管理産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う
特別管理産業廃棄物の量

98

兵庫県災害医療センター

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目３－１

医療業

令和４年4月1日から令和５年3月31日

項目 項目目標値 目標値



　（特別管理産業廃棄物の種類 ： ）  事業場コード： 地域コード：１１（神戸） （第２面）

 （事業場コード(69J060で始まる全10桁コード)が不明の場合、事業所名称を記入ください。）

② ⑧ →
⑫'

（単位：ｔ） → ⑩直接及び自ら中間処理した後の
① Ｃ 　　　　　　　　　　　　　　　　　処理委託量

→ 95 （Ａ+Ｂ+⑯+⑰）
③ ↑ →

⑨ Ｄ ⑪優良認定業者への処理委託量
95 （⑪1/2＋⑪2/2）

↑ →

→ → ⑫再生処理業者への処理委託量の合計
④ ⑥ ↓ ⑬ 0 （⑫'+⑳）

→ 1/2
Ａ ⑬熱回収認定業者への処理委託量

0 （⑬1/2＋⑬2/2）
→

 ⑤ ⑦ → ⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
　　　　　　　　　行う業者への処理委託量

→ Ｂ → ⑭ 27 （⑭1/2＋⑭2/2）
1/2

⑮は委託処理のうちの最終処分量
11 （Ａ＋Ｄ＋⑰＋⑲）

Ｅ

その他
⑪ 0 保管量
1/2

総埋立処分量
11 （⑨＋Ａ＋Ｄ＋⑰＋⑲）

総再生利用量
0 （②＋⑧＋⑫'＋⑳）

→ →
⑯ ⑱ ⑳

→ →
⑲

⑪ ⑬
2/2 2/2

→

⑰ ⑭
2/2

熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

27

中間処理後、再生利
用業者への処理委

託量

0

⑱のうち直接
最終処分した量

11

⑱のうち再生利用業
者への処理委託量

0

熱回収認定業者へ
の

処理委託量

0

Ｂのうち
優良認定処理業者への

処理委託量

0

熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

0

0

0

自ら中間処理した後の
委託最終処分量

中間処理後、
最終処分した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

兵庫県災害医療センター

Ｂの中間処理した
後の残さ量

0

0

95

自ら直接
再生利用した量

0

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

計画の実施状況

不要物等発生量

有 償 物 量

排　出　量

感染性廃棄物

0

自ら中間処理
により減量した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0

直接
最終処分委託量

熱回収認定業者へ
の

処理委託量

0

自ら中間処理した
後の残さ量

0
自ら中間処理した後の

委託中間処理量

0

⑯のうち
優良認定処理業者への

処理委託量

95

自社保管量

0

⑯の中間処理した
後の残さ量

11

直接
中間処理委託量

95

0

項目 実績値

 ① 排出量 95

0

0

自ら
中間処理した量

0

④のうち熱回収
を行った量

 ②＋⑧ 自ら再生利用
   を行った量

0

 ⑤ 自ら熱回収を行った量 0

 ⑦ 自ら中間処理により
   減量した量

0

 ③＋⑨ 自ら埋立処分又は
   海洋投入処分を行った量

0

 ⑩ 全処理委託量 95

 ⑪ 優良認定処理業者への
   処理委託量

95

 ⑭ 熱回収認定業者以外の
   熱回収を行う業者への
   処理委託量

27

 ⑫ 再生利用業者への
   処理委託量

0

 ⑬ 熱回収認定業者への
   処理委託量

0

自ら処理している
場合の流れ

直接委託処理した
場合の流れ

備考： ⑮～⑳，⑫'及
びＡ～Ｅは、法様式に
追加して、報告してい
ただいている項目で
す。

追加項目は、産業
廃棄物の処理動向を
長期的に把握し、不
適正処理を防止する
ため必要なデータで
す。


